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第１章　調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯

　2006年11月21日、ネパール政府とマオイスト（反政府勢力）の間で包括的和平合意が成立し、

マオイストによるいわゆる「人民戦争」として始まった過去11年におよぶ紛争に、正式に終止符

が打たれた。政府はその後、暫定憲法発布とこれに基づく暫定政権の樹立をめざしており、2007

年６月中旬には、制憲議会選挙を計画している。

　国際社会はネパールにおける和平の動きを歓迎しており、武器管理や選挙支援に対して国連が

支援を行うことが、12月１日の安全保障理事会で確認された。また日本政府は、11月 21日の和

平合意成立を受けて、翌22日、合意成立を歓迎し、自由・公正な選挙実施を期待すると同時に、

ネパールの民主化促進と平和構築のための支援を継続して行っていく旨、外務報道官談話として

発表した。また、日本政府としては、以下の枠組みにおける支援を検討するとしている。

　（1）PKO協力法による軍事監視要員派遣（自衛官）

　（2）現地オペレーションの中核を担う国連事務総長特別代表ミッションへの資金支援

　（3）JICA を含むODAのバイ枠組みにおける平和構築支援案件の実施

　これを踏まえ、現地ODAタスクフォース（在ネパール日本国大使館及びJICAネパール事務所、

以下、ODATFと記す）、外務本省、JICA本部間で情報・意見交換を重ね、支援方針を現地ODATF

発「ネパール平和構築支援案（骨子）」として取りまとめた。11月28日には３者によるテレビ会

議を実施し、本骨子に基づく案件の具体化につき議論がなされた。その際、平和構築に特化した

短期的な支援としては、当面制憲議会選挙支援を重点とすることが確認されている。また、継続

して国内避難民（IDP）支援、法整備、治安の確立、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰（DDR）

の各分野における支援を検討するとともに、ネパール紛争の構造的要因である経済格差や貧困削

減を支援するため、中長期的には地方開発、復興支援に資する協力を実施していくことが方向性

として示された。

　包括和平合意署名に先立ち開催されたドナー会議（11月14日）において、ネパール財務省は、

緊急課題として、①兵士宿営地建設・運営、②IDP支援、③治安維持に必要な行政、警察の整備、

④制憲議会選挙支援をあげ、これら課題に対する支援を要請した。日本は、制憲議会選挙に貢献

することは我が国国是にも合致し将来とも我が国のネパールにおけるかかわりに資すると考えら

れるため、大使が直接選挙管理委員長を訪問したのに加え、17日に開かれた選挙管理委員会主催

のドナー会議においても選挙支援に関心をもつ旨表明し、ネパールのODATFにおいて選挙支援

分野の具体化を進めている。

　かかる状況を踏まえ、本調査団は2007年６月に予定される制憲議会選挙に向けた我が国支援に

係る協議を先方政府及び関連主要ドナーと行うとともに、IDP支援、法整備、治安の確立、DDR

の各分野における支援可能性を調査し、プロジェクト形成を行った。

１－２　主たる目的

　（1）ネパール和平プロセス進捗の確認

　（2）対ネパール平和構築支援（骨子）に基づく協力計画作成

　　①　制憲議会選挙支援の具体化
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　　②　制憲議会選挙以外の分野における支援可能性調査

　（3）（2）を踏まえた各ドナー、ネパール政府との協議・調整

　（4）JICA事業要員派遣に係る安全対策方針確認

　（5）JICA国別事業実施計画改編・プログラム強化、ODATF 協議

１－３　調査日程

　付属資料１．のとおり。

１－４　団員構成

　付属資料２．のとおり。
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第２章　調査結果

２－１　はじめに

　日本政府は、ネパールが2006年４月に民主化復帰を果たした際、外報官談話を発出し、これを

「ネパール国民の勝利」であると歓迎した。また、ネパールの民主化・和平プロセスへの支持を

伝えるため、同年７月、当時の塩崎外務副大臣をネパールに派遣し、ラジオ放送局整備に関する

無償協力及び選挙監視団派遣の用意につき伝達した。

　ネパールにおいては、その後、包括的和平合意の成立（2006 年 11 月 21 日）、暫定憲法及び暫

定議会の成立（2007年１月15日）、国連ネパール政治ミッション設立に関する安保理決議の採択

（同年１月23日）など急速なスピードで政治プロセスが進展している。また、１月15日からは国

連武器監視要員先遣隊とゴルカ兵との合同で武器管理プロセスが始まっており、さらに１月23日

からは有権者登録作業が開始されている。

　今次調査団の派遣は、１月15日の暫定憲法承認と暫定議会発足の直後という、極めて時機を得

たタイミングの派遣となった。外務省渥美南部アジア部長を団長とし、このような時期に政治及

び JICAミッションを同時に派遣し、和平プロセスへの支持を改めて伝え、プロセスの進展に応

じた支援を迅速に行っていくことは、ネパール政府への後押しとなるだけでなく、それぞれ異な

る意図・思惑を抱いて和平プロセスに臨んでいる各ステークホルダーに対しても強いメッセージ

を伝える意味で成果があった。

　ネパール和平プロセスに対する支援の具体化に関しては、特に制憲議会選挙支援について、複

数の具体的支援策を固め、記者会見で発表するとともに、人員派遣による支援を実質的に開始す

ることができた。その他の分野に関しても、Peace Trust Fundへの拠出、国際機関を通じた支援、

紛争により影響を受けた人々への支援、紛争予防のための地方格差是正支援等について、ネパー

ル政府関係者、国連関係者等からの情報収集を通じ、今後の支援に向けた具体的検討を行うこと

ができた。１月23日の国連ミッション（UNMIN）発足により、国連による本格的なネパール支

援の環境が整い、また、４月上旬に開催予定のネパール開発フォーラムに向けネパール政府にお

いて暫定３か年計画の作成が進んでいる。

　今次調査団の調査結果に基づき、今後選挙支援等の短期的な支援策に加え、中長期的な支援策

の具体化を進めていくこととしたい。

２－２　ネパール和平プロセス進捗の確認

　政治プロセスは、タライ地方の治安問題など一部の懸念材料を残しているものの、ほぼ順調に

進展しているものと評価できる。今後、暫定政権が発足すれば（２月中と思われる）、内政面で

は選挙に向けた体制はより強固なものとになろう。他方、厳しいタイムスケジュールとなってい

る選挙準備のような技術的側面、また、186名の国際軍事監視団の応募状況と派遣時期など国際

的側面も重要であり、これらに遅延が生じた場合に和平プロセスそのものが崩壊する危険性は少

ないものの、内政への影響（政党とマオイストが相互に責任を押し付け合う状況、マオイストの

言動の変化等）は注視していく必要がある。以下では、我が国の支援実施に影響を及ぼし得るポ

イントを中心に、政治プロセスの進捗状況を概観する。
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（1）武器管理問題

　渥美部長より、コイララ首相はじめ閣僚及び政治指導者に対して「暫定政権が成立する前

に効果的な（effective）武器管理がなされることが重要である」との立場を強調した。米国

やインドも言い方こそ異なれ、我が国とほぼ同じ立場であると考えられる。これに対して、

コイララ首相は「武器管理が完了しない限り、マオイストを政権のなかに入れることはな

い」と述べた。また、デウバ党首（NC-D）は「武器管理が完全に行われない限り、暫定政府

にマオイストを参加させるべきではない」との考えを明らかにし、ネパール書記長（共産党

UML）も「マオイスト兵及び武器の管理は十分かつ完全（fully and completely）に実施され

る必要」があると述べている。

　しかし、マオイストの武器が効果的に収容されたといえるための判断基準は難しい。現地

では、マオイストが所持している武器の数は 4,000 前後との意見が多く（軍や治安部隊から

の強奪、密輸等）、これを大幅に下回る数の武器しか収容されなければ「効果的」とはいえな

い。他方で、マオイストは武器管理に差し出すことに備えてインドから性能の悪い武器を輸

入しているとの情報もあり、それが事実であるならば、4,000 前後が収容されたところで、

それが効果的か否かはにわかに判断できない。したがって、国際社会としては、今般渥美部

長が伝達したメッセージを一致して発出し続け、マオイストに対して国際社会の注目と圧力

を示していくほかない。

（2）マデシ住民問題

　和平プロセスが進展している一方で、治安上の懸念として浮上したのが「人民タライ解放

戦線（JTMM）」や「マデシ人権フォーラム（MPRF）」といった勢力の活動である。マデシ

住民とは、インド国境に隣接するタライ地域の被差別民族であり、彼らは、暫定憲法がマデ

シの権利を保証していないとしてその修正を求め、また、連邦制、制憲議会選挙における比

例代表制を求めて政治的要求をエスカレートさせている。

　本件ミッションが訪問中も、タライの一部地域ではマデシとマオイスト、マデシと警官隊

の衝突により死者が発生、外出禁止令が発出されていた。マデシ住民は、これまで政治的要

求を掲げて大規模な活動を展開したことはなかったが、ネパールの政治情勢が安定に向けて

動き出したのを好機到来と見て活動を開始したとされる。

　コイララ首相は、マデシに対して対話を通じた解決を呼びかけているが、マオイストは連

邦制や比例代表制などマデシの要求を満たすことを求めつつ、対話の必要はないとするなど

８政党側の方針も統一していない。また、ネパール書記長（共産党UML）は、こうした動き

の背後に、国王派が混乱を起こそうとする意図があるとも発言しているが、その真偽は不明

である。

　いずれにしても、既に有権者登録作業は始まっており、また、マオイストの武器収容が進

んでいるなか、タライ地方において混乱が続けば、同地域における選挙支援体制に遅延が生

じることが懸念され、ひいては選挙に向けたプロセス全体への影響が心配される。

（3）マオイストとの接触

　現地報道機関は、我々ミッションがマオイスト幹部と接触するかに高い関心を示した。我

が方としては、訪問の目的にかんがみてマオイストとの接触は予定していないと応じたが、
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他方で、和平プロセスにおけるマオイストの役割の重要性を考慮し、大使館を通じて必要に

応じて（as necessary）接触することとなろう述べ、近い将来の接触をにじませた。

　マオイストは和平プロセスの一方の当事者であり、我が国が必要な支援を展開していくた

めにも彼らの協力は不可欠である。したがって、今後、いずれかの段階でマオイストに対

し、和平プロセスへのコミットと援助関係者の安全確保につき日本として申し入れる必要が

あるが、そのタイミングについては政治的配慮を必要とする。

　ネパール政府は、武器収容や有権者登録、マデシ問題への対応に忙殺されるなか、我が方

面会要請に 100％応じた。これは、政治プロセスへのネパール政府の強いコミットと我が国

への期待の高さを示すものといえる。選挙までになされるべき作業量を考えれば、残された

タイムフレームは相当厳しいが、ネパール政府及び政党指導者は、６月までの選挙実施に対

して強い決意を表明した。

　政党指導者は、自由かつ公正な選挙が実施されればマオイストの得票率は自分たちを相当

下回るとの予測をもつ一方、実際には完全に自由かつ公正ということはあり得ないとの覚悟

の下、マオイストが暴力と恐怖を背景に、その本来の支持範囲以上の票を得るのではないか

と見ている様子であった。このような冷酷な予測が、各会談において日本を含む国際選挙監

視団をできるだけ多く派遣してほしいとの要望を出させるに至ったものといえる。上述のマ

デシ問題などは、確かに民主化プロセスへの悪影響を与え得る要因ではあるが、ネパール政

府指導者の本当のおそれは、マオイストが選挙にいかなる戦略で臨んでくるかというところ

にあるものと思われる。その意味で、マオイスト指導部の言動、地方におけるマオイストの

個々の不正行為が指導部の意向を受けたものであるのか、あるいは末端の部隊が独自の判断

で行ったものであるのか等あらゆる観点からマオイストの動向を引き続き注視していく必要

がある。

２－３　対ネパール平和構築支援（骨子）に基づく協力計画作成

２－３－１　制憲議会選挙支援の具体化

　制憲議会選挙実施に向けたネパール政府機関、国際機関、国際 NGO 等の取り組み概要は以

下のとおり。

（1）ラジオ・ネパール

・現在、制憲議会選挙に向け、有権者の関心を高めるための番組を２種類放送中である。

１つは制度改革について政界・学界などの有識者に語らせるインタビュー番組（週２

回、25分）、もう１つは政治家のみに時事性の高い問題を聞くインタビュー番組（毎日、

10 分）。

・ラジオ・ネパールは中波６局、短波１局、FM11 局をネットワークで結んでおり、全国

をカバーできるため、有権者教育や選挙広報には有用。

・選挙管理委員会からは、主要民放局とともに、選挙に関するメディア戦略の核となるよ

う要請されている。

・有権者登録プロセスについては、18日からアジア・ファンデーションによる委託（財政

支援）、NGO「P r o  P u b l i c」の制作による広報用スポットを流している。放送料

（broadcasting fee）は同ファンデーションから NGO 経由で入っている。
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・ラジオ・ネパールの運営資金のうち、税金で賄われているのは４分の１程度であり、そ

れ以外は広告収入や放送料で補っている。選挙関連の番組でも、放送料をもらえないと

running cost さえ、賄えない。

・ラジオ・ネパールとしては、選挙管理委員会と協力したい意向を有しているし、日本の

ノウハウの指導は歓迎だが、放送に際してはコストの問題を考慮する必要がある。

⇒その後の協議により、JICAが協力を実施する場合、ラジオ・ネパールの独自制作番組

との位置づけにし、料金なしで放送することで合意。

・他方、ジャーナリストたちも今回の制憲議会選挙については、どのような意義があるの

かについて、それほど認識していないので、有権者教育プロジェクトの一環として、

ジャーナリストの教育も歓迎。

（2）国連ミッション

・ネパール選挙に対する国連ミッションのスタンスは、これまでの対ポスト紛争国に対す

る支援の際とは大きく異なっており、「advisory role」に限定される。

・つまり積極的に介入したり、オペレーションを代替することはなく、①ドナー間の調整

②選挙が国際基準に適っているかどうかについてのモニタリング③方向性を示すための

アドバイス－等、のみを実施する。

・支援内容は基本的にドナーに任せている。

・国連の選挙支援チームは近日中に選挙管理委員会の建物に入ることになる。

（3）選挙管理委員会

・７人のメンバーで構成される「有権者教育委員会」を設置し、１月 21日までに暫定的な

戦略計画を策定する予定。内容は①具体的戦略（女性や少数民族に、いかにアドレスす

るか等）、②メディアを利用した情報の普及－となる。

・JICA の有権者教育支援は歓迎。ドナー間の調整を図るため、JICA 支援策を書面にして

提出してもらえればありがたい。

・有権者教育の中身については、ドナーに一任するが、事前に内容を知らせてもらい、こ

れを承認する形をとりたい。

・選挙法に関しては、現在各政党関係者に説明しながら理解を得ようとしているが、例え

ば、比例名簿を拘束制にするか、非拘束制にするか等の細部の調整に時間を要するた

め、２月中旬頃までかかる見通し。

・広報用パンフレット作成などを支援して頂けるなら、選挙管理委員会のオフィシャルな

ものとし、政府系印刷会社で印刷を行うことも可能。

（4）NIEFO（Nepal International Electoral Forum：選挙支援に特化したローカル NGO）

・JICA事務所には、西部地域に対する支援プロポーザルをパッケージとして示したが、個

別的プロジェクトでの協力も可能。

・有権者教育用パンフレットを作成するための人材（デザイン、編集、翻訳、印刷、普及

など各段階の専門家）調達可能。印刷に要する時間は２～３週間。

・ラジオによる選挙広報（スポットなど）の内容提案も可。
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・地方における小規模セミナーを地元 NGO との連携で実施することも要検討。

・選挙に関する実際的情報（投票のしかた）を紙芝居で説明するキット（フリップチャー

ト）を作成した実績あり。

（5）NDI（National Democratic Institute）

・14年前から米国国際開発庁（USAID）の資金援助の下、種々の民主化関連プロジェクト

を実施しているが、１月下旬から新たなプロジェクトを実施する。１つは政党を対象に

したキャパシティー・ビルディング、もう１つは選挙の国内モニターを対象とした教

育。後者のために３週間以内に国内 NGO を結ぶ structure を構築する。

・政党に対しては、個別的に制憲議会選挙に意味や他政党との連携の重要性に関する認識

を向上させる。

・モニターに対しては、選挙法採択後、シンプルで役割が明確になるパンフレットを作成

し、NGO経由で配布する。その第１ドラフトはNational Democratic Institute（NDI）が

書き、あとは Nepal International Electral Forum (NIEFO)に任せる。

（6）アジア・ファンデーション

・有権者登録に際しては、選挙管理委員会の依頼に基づき、NGO「Pro Public」との連携

で広報用スポットを作成した。これは 17か国語に翻訳し、TV１局、ラジオ・ネパールと

FM40局ネットで流した。これは準備に9,000ドル、放送料に２万3,000ドルを要した。

・英国国際開発省（DfID）の資金提供に基づき、国内 15NGO（全国をカバー）と連携し

て、国内モニターを教育するプロジェクトを実施する。NGO「コーカス」が中身を作成

する。同様のプロジェクトを NDI が実施することは認識しているが、連携はしない。

　以上各機関との協議により明らかになったのは、今次選挙において、国際社会のスタンスの

最大の特徴は、国連ミッションの関与の希薄さである。2000年以降、国連は段階的にポスト紛

争国に対する関与を弱めつつあり、アフガニスタンにおいては「light  footprint approach」を

標榜しながら、地元オーナーシップ重視を主張し続けてきたが、ネパールでは更にその傾向を

強め、アドバイス及びモニタリング業務に特化した援助を行う方針を固めている。

　一方、選挙実施の主体となる選挙管理委員会は、選挙プロセスの各課題を抽出し、シークエ

ンスを考慮したうえでオペレーションを進める責任を有しているにもかかわらず、人的・財政

的資源が乏しく、自立にはほど遠い状況にある。ドナー側は現時点までに、登録作業に対する

支援や有権者教育、モニタリングを行う NGO の組織化など、他のポスト紛争国で実施してき

た支援経験に基づく援助計画を立てつつあるが、国連にも選挙管理委員会にも調整能力が欠如

しているため、支援内容の重複や地域の偏りが散見されている。

　このため、JICAとしてはできるだけ早い時期に援助内容を決定したうえで、選挙管理委員会

と調整を行い、援助内容を同委員会承認による公式のものとして実施することが肝要であろう。

　以上を踏まえ、既に支援が決定しているもの、今後実施を進め得る支援は以下のとおり。な

お、既に実施が決定している案件については、実施促進と進捗の確認、プレスカンファレンス

等を通じた広報支援を行った。
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（1）選挙支援のための人材派遣（鳴海亜紀子ジュニア専門員）

　国連の選挙支援チームIEAT (International Electoral Assistance Team)の一員である西部

地域担当のRegional Voter Education Adviserとして派遣することでほぼ調整がついた。派

遣に係る覚書（MOU）案が固まったため、今後最終的な署名に向けた手続きを進める（そ

の後２月８日、選挙管理委員会、UNMIN、JICA 間の覚書を締結し、鳴海ジュニア専門員

は国連オペレーション傘下における協力活動を開始している）。

（2）ノンプロ無償による投票箱等の供与

　６万個の投票箱の調達について、発注等の作業を開始済み。

（3）選挙管理委員会への機材一部供与

　JICAフォローアップスキームを活用し、コンピューターやプロジェクターなど、選挙実

施に必要な機材の一部を供与済み。残りの機材についても現在調達手続き中である。

（4）選挙管理委員会の本邦研修

　JICA 国別研修（個別）枠を活用し、2007 年１月 27 日から２月８日までの予定で、選挙

管理委員会（５名）及び財務省（１名）のスタッフ計６名を対象とした、ネパール「選挙

行政制度及び民主化」の本邦研修を実施した。研修受入先は日本政治総合研究所（理事長：

白鳥令東海大学名誉教授）。研修員は外務省、総務省、JICA 本部を表敬したのち、２月４

日の愛知県知事選実施のための実際の選挙活動と投票準備、開票作業などを視察した。

　１月25日には日本国内メディアに対するプレスリリースを発出、国内メディアからの反

響があり、NHKニュース（全国、名古屋、ワールド）、中日新聞等で取り上げられた。研修

員は帰国後、選挙管理委員会に研修成果の報告を行っており、選挙管理委員会より研修が

有意義であったことについて評価する旨、JICA事務所との協議において述べている。JICA

事務所においては、研修員を今後の選挙支援のリソースとして活用していく予定である。

（5）日本からの選挙監視団の派遣

　選挙監視団については、塩崎副大臣のネパール訪問の際に派遣の用意がある旨伝達して

おり、さらに、二階日本ネパール友好議連会長からも、国会議員派遣の意向がポーデル会

長（コングレス党幹事長）に伝えられている。今般、渥美部長は、本件をリマインドした

うえで、関係者から派遣手続き等につき聴取した。

　ポカレル選管委員長は、「日本からの選挙監視団の派遣をお願いしたい」としたうえで、

近日中に外務省を通じ正式な要請書を発出すると述べた。国際社会の動向としては、国連

監視団が２週間以内に到着すること、EU やカーター・センターが有権者教育の段階から

関与したいとの意向を表明している。

　制憲議会選挙の実施にあたり国際選挙監視団の存在が重要であるとの認識は、選挙管理

委員会のみならず、マオイストの不正を警戒する政党指導者にも共通してみられる見解で

ある。デウバ党首（NC-D）は、国内選挙監視団は政治的中立性に問題がある場合が多いこ

と、住民の恐怖を取り除くにはすべての選挙区に国際監視団の配置が必要であることを強

調し、数が圧倒的に不足していると指摘した。また、ネパール書記長（共産党UML）も、



－ 9－

すべての選挙区に国際選挙監視団を張り付けられるようにしたいと述べた。

（6）制憲議会選挙に係る理解促進のためのセミナー、パンフレット作成

　1990年以降の民主化プロセスが奏功しなかった状況にかんがみ、今次選挙の意味を考え

る。「憲法制定は社会体制の選択である」との認識に立ち、立憲君主制、共和制、連邦制、

地方分権等の政治レジームの選択から、市民社会のあり方等に関する講義・討論会を実

施。対象は、①選挙管理委員会メンバー、②地域のオピニオン・リーダー、NGO、③ジャー

ナリストとする。カトマンズ及びポカラで 2007 年３月下旬に実施。

　上記セミナーの講義内容（選挙の理念的意義づけ：民主主義の原則、制憲議会選挙の意

義、将来の国家体制等）、及び選挙の実務的情報を内容とするパンフレット（８ページぐら

い）を現地語で作成する。コンテンツについては選挙管理委員会の承認を得て、公式なも

のとし、全国に配布する。また、上記セミナー参加者による小規模なセミナー開催をカス

ケード式で実施することも検討する。

（7）有権者教育ラジオ・プログラムの制作

　（6）のセミナーの講義内容を核とした 20分程度の番組作成や、ラジオ・ネパールの自主

制作に対して技術支援を実施する。具体的内容は①民主主義の手段としての選挙②紛争解

決の手段としての選挙③すべてのアクターを同じ土俵に立たせる枠組みとしての民主主義

－を盛り込む。３月までに技術支援が可能な人材を派遣する。

２－３－２　制憲議会選挙以外の分野における支援可能性調査

（1）Peace Trust Fund に対する我が国による協力の可能性

1） 位置づけ

・ネパールにおける和平プロセスを促進するため同国政府により緊急的な対応が必要

となる以下の４分野におけるドナーによる財政的な支援を行うための枠組み。財務省

が設置。

①　選挙プロセス

②　IDP 支援

③　行政及び警察署の修復・再配置、警察への機材供与（通信機材、車両）

④　マオイストの宿営地の整備・運営

2） 概要・資金ニーズ

・7,500 ～ 8,000 万ドルの資金ギャップに対応（あくまでもネパール側の初歩的な見積

り）。

・具体的な活動内容（使途）については、関係省庁から財務省へのプロポーザルに基づ

くものであり、個別事業の実施は各省庁が行う。財務省は基金の管理・モニタリング

を行う。

　　

3） メカニズム

・緊急的な支出を可能とし、調達手続きも簡素化されている。
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・ノン・イヤーマークによる資金の拠出、特定の活動・プロジェクトに使途を特定する

イヤーマークによる拠出、個別プロジェクトへのバイによる直接的な資金協力や物資

等の供与も可能。

・ドナーごとに個別の口座を設けることも可能。

・資金配分等の方法については、特別委員会のマンデートを受けて設置される運営委

員会が決定。

4） 準備状況

　基金の設置については閣議で了承済み。現在、内閣に設置されている特別委員会にて

技術的なメカニズム等につき検討中。具体的な活動内容の特定作業は１～２週間で完了

する予定。国連開発計画（UNDP）から基金設置のためにアドバイザーが派遣されている。

5） 他ドナーの拠出状況

　DfID、EU、デンマーク、ベルギー、インドより拠出の用意がある旨表明済み。各国

とも一括拠出するのではなく、事業の適正な実施を確認しつつ段階的に分割して資金供

与する見通し。

6） 我が国としての協力の可能性

　財務省から具体的な資金の使途に関する情報を得たうえで、上記 1）①選挙支援、②

IDP支援及び③行政機関・警察署の修復・再配置の分野を中心とし、関連機材・車両等

のロジスティックスの調達に使途を特定（イヤーマーク又は直接支援）したうえで、債

務救済無償の未使用残金（11億円）の一部を活用した支援を検討（他ドナーは、特に和

平プロセスの鍵となる④マオイスト兵営地の整備・運営に関心を有しているとの情報あ

り）。

　なお、IDP支援については、実施事業の国連ガイドラインとの整合性（対象とするIDP

の範囲等）に留意する必要があるほか、我が国としてネパール政府によるIDP個々人に

対する補償への資金協力は困難。

7） 留意事項

①　ネパール政府は、追加的な資金供与を希望しているので、債務救済無償の未使用残

額の活用については引き続き協議が必要。また、ネパール政府の未使用残金の活用で

はあるものの、対外的には新たな協力であることをうまくアピールしていくことが重

要。

②　使途については、治安機関（警察）による公権力行使と密接に関係する分野もある

ことから、その内容については精査が必要。

③　資金協力を行う場合には運営委員会のメンバーとして我が国が参加し、資金の使途

に関する協議に参加していくことが不可欠。また、基金の適切な運用のためにも、基

金の設立支援のために現在派遣されているUNDP専門家の継続的派遣を我が国として

も働きかけていくことが望ましい。
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（2）マルチ－バイスキームによる国際機関を通じた支援

1） 問題意識

　制憲議会選挙を６月に予定しているネパールにおいては、選挙支援に加え、①マオイ

ストによる紛争の結果生じた IDP（国内避難民）支援、②包括和平合意に基づきマオイ

スト兵士が収容され、国連の監視の下での武器管理が行われる７つの兵営地

（cantonment）の整備・運営の支援、③マオイスト兵士の再統合（reintegration）のため

の支援等が強く求められている。

　これらの分野では、地方における治安の問題や専門的経験・知見の観点から、我が国

援助関係者の現場での活動が伴うバイの支援が困難であるものに関しては、国際機関を

通じた支援を検討することが適当である。

2） 現　状

　これらの分野においては、現在、国連関係機関が積極的に活動を展開しているが、ネ

パールにおいては、同国のオーナーシップを可能な限り尊重するとの観点から、一般に、

国際機関が政府の行うべき活動を代行するのではなく、国際機関の活動は、政府への専

門家派遣等を通じた各種アドバイスの提供、ガイドラインの策定と政府への働きかけ等

の活動に限定されている。例えば、IDP支援の分野では、国連関係機関は共同でIDP再

定住支援のためのガイドラインを策定し、ネパール政府に対して同ガイドラインの順守

を働きかけている。また、UNDPはアフガニスタンDDR関係者を動員してマオイストの

プロファイリングや登録作業を支援しているが、本格的な再統合支援の活動開始までに

はもう少し時間がかかる見通しである。

　他方、兵営地及びその周辺地域をはじめとする地方においては、緊急人道支援の観点

から、直ちに支援が必要な社会的弱者（女性や子ども）の保護のための活動が求められ

ており、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連児童基金（UNICEF）、国連人口基

金（UNFPA）等の国際機関は、これらに関連するプロジェクトを策定し、国連人道問題

調整事務所（UNOCHA）が取りまとめたうえ、2007 年国連アピールとして、２月半ば

に国際社会に対して資金協力を呼びかける予定である。

3） 我が国による協力の可能性

　関係国際機関との意見交換の結果に基づき、人道的な観点からの緊急性が認められ、

バイの支援を補完する国際機関の特性を生かしたプロジェクトとして、今後、支援を検

討し得るものとしては、主に以下のプロジェクトがあげられる（アピールには、このほ

かにも様々な支援が含まれる予定であり、正式にはアピールの内容を踏まえて、我が国

として協力することが適当なプロジェクトを決定する）。

a） 緊急無償、紛争予防・平和構築無償

　支援決定のタイミングについては、事態の緊急性にかんがみ、関連外交日程に留

意しつつ、2007 年度中の実施も視野に入れて検討する。

①　UNHCR

・ネパール国内避難民の保護及び法整備支援（約 16万ドル）
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②　UNICEF

・軍隊・武装勢力とかかわりのある児童（CAAFAG）の保護（約 307 万ドル）

③　UNFPA

・宿営地及び周辺地域における女性及び少女の一次的ニーズの支援、保護、社

会参加（約 105 万ドル）

・安保理決議1325（紛争後の女性及び少女の保護及び社会参加に関する勧告）

実施のための支援（約 100 万ドル）

・紛争後地域におけるリプロダクティブヘルスケア（約 54 万ドル）

b） 国連人間の安全保障基金

　我が国が国連に設置した信託基金で、UNOCHA・人間の安全保障ユニットが管理

している。UNFPAは、既にUNICEF／世界保健機関（WHO）との共同案件「紛争

の影響を受けた女性や少女に対するリプロダクティブヘルス・教育・カウンセリン

グの提供」への供与の可能性につきユニットと協議中。外務省本省でも必要な側面

支援を行う準備あり。その他、当基金の趣旨に合致する案件について、応募を積極

的に検討するよう関係機関に連絡した。

（3）JICA 及びその他のバイ支援の可能性について

1） 紛争により影響を受けた人々への支援

　対処方針においては、紛争により影響を受けた人々への支援として、国内避難民

（IDP）、武装解除後の除隊兵士、 CAAFAG（Children Associated with Armed Force and

Armed Groups：軍隊・武装勢力とかかわりのある児童）などを対象とした支援の可能性

を検討することとした。これらのターゲット層に関連した現在の動きは以下のとおり。

【IDP】

　内務省は現在、IDP支援のポリシーペーパーを作成中。ポリシーにおいては、国

際基準を採用するものの、ネパールにおけるコンテクストを踏まえ、独自の選定基

準を定め、紛争に限らず、自然災害による避難民も含むとしている。ネパール政府

は IDP家族に対して帰還を促すために5,000ルピーを配布するとしているが、国連

等を中心にこの支援の有効性については疑問視する声も多く、具体的なIDP支援計

画策定は今後の検討課題である。

【武装解除後の除隊兵士】

　武器管理のプロセスは、UNDPのアフガン人材を主体としたチームによる第１次

の登録作業が開始されたところであり、現在までに１万1,000人の登録処理が完了

している。登録完了後に改めて第２次登録を行う予定であるが、その際には詳細な

プロフィール情報を収集し、その後の統合計画策定のベースとする予定。なお、統

合プロセスの開始にあたっては、マオイスト軍のみならず、ネパール国軍や警察等

を含めた治安セクターリフォームの計画が明確にならねばならないが、現在はこの

議論は全くの白紙。このため、実際の統合プロセス、また統合のための支援事業開

始はいつになるのかは未定。なお、国際労働機関（ILO）が宿営地所在及びその周

辺郡における労働市場調査を予定しているが、調査終了時期は未定であり、現時点

において職業訓練等のニーズは明らかになっていない。ネパール政府において職業
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訓練を所管するCTEVT（Council for Technical Education and Vocational Training）

も具体的な計画は持ち合わせておらず、宿営地に収容される兵士への支援具体化の

目処はたっていない。

【CAAFAG】

　UNICEFが、第１次登録が始まった７か所の宿営地に対して、Child Protection担

当者を派遣済み。担当者の観察によれば、兵士の約 20％が 18歳以下の子どもと見

られる。UNICEFとしては、詳細なプロフィール情報を収集する第２次登録作業後

に、子ども兵士を確認して宿営地から分ける作業を開始することになると考えてい

る。CAAFAG 支援については、UNICEF をリーディングドナーとし、Save the

Childrenアライアンス等のNGOが中心となったワーキンググループで、支援の調整

を開始している。なお、CAAFAG支援は、子どもの保護の観点、また、子どもを社

会に受け入れるというプロセスが必要であるため、コミュニティ主体による包括的

なアプローチをとることが必要。

　一方、CAAFAGワーキンググループのメンバー間では不協和音もあり、今後この

グループによる支援枠組みがどのように具合化するかは見えていない。また、教育

スポーツ省など関連するネパール行政機関とのコンサルテーションがこれまで行わ

れておらず、ネパール政府による取り組みの具体化検討はまだない。

　以上のように、IDP、除隊兵士、CAAFAGといった紛争により影響を受けた人々に対

する支援については、 政府による支援計画の未策定、統合プロセススケジュールの未定

など、不確定要因が多い。このため、それぞれのターゲット層に特化した支援の実施に

ついては、 実施スケジュール確定や、対象者の限定の困難さ、また、裨益者を絞り込む

ことによる弊害（周辺コミュニティとの軋轢）が予想される。したがって、現時点にお

いては、特にターゲット層を明確に絞り込まず、これらターゲットが多いと思われる地

域を対象に総合的に支援を実施することで、結果的にこれらの層が裨益することが現実

的、かつ、効果的であると思われる。

　また、時宜を得た支援の実施のためには、新たに要請を取り付け事業を立ち上げるよ

りも、既存の案件活用による迅速な対応が望ましい。

　以上を踏まえ、JICAが実施する支援可能性としては以下が考えられる。

①　紛争影響を受けた子どもたちへのコミュニティを主体とした教育機会支援

　JICAが既に実施している「コミュニティ主体によるノンフォーマル教育プロジェ

クト（CASP）」の活動を一部強化し、IDPなど紛争の影響を受けた子どもたちなど

を対象とした、教育機会提供及びコミュニティの意識向上に取り組む。 支援期間は

CASP期間と同様（2008年まで）とし、ノンフォーマル教育プログラム実施におけ

る、行政、コミュニティの能力強化をめざすことで、紛争の影響を受けている子ど

もたちにより良いインパクトを与えることをめざす。具体的な実施方法と枠組みに

ついては、JICA事務所とプロジェクトが継続して協議のうえ、決定する。

（平成 19には政策増の予算枠を活用）

②　農村への帰還を促す、就農支援パッケージ

　JICAが既に実施している「農業研修普及改善計画（ATEIP）」にコンポーネント
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を追加し、都市部に流入したIDPや、除隊兵士の村への帰還を促す、就農支援パッ

ケージを実施する。対象地は既に同プロジェクトの対象地である、カトマンズ周辺

郡（ダディン、ヌワコット、ラスワ、シンズパルチョーク、マクワンプール）とす

る。対象地に帰還する人々が就農するにあたっての小規模な初期投資（種、鍬）を

提供すると同時に、ATEIPが育成した農業普及員による技術的な支援を提供するこ

とをインセンティブとし、過程に地域コミュニティを巻き込む仕組みをつくること

で軋轢を予防するとともに、和解の促進を行う。また、そのために、普及員や農業

行政機関の担当官に、コンフリクトマネージメントのスキルトレーニングなどを行

う。村への帰還を呼びかける活動自体は、宿営地周辺や、カトマンズ盆地において

も実施。支援期間はATEIP 期間と同様（2008 年まで）とし、短期間にできるだけ

多くの人々にインパクトを与えることをめざす。 具体的な実施方法と枠組みについ

ては、JICA事務所とプロジェクトが継続して協議のうえ、決定し、平成 19年度か

らの実施をめざす。

（平成 19 には政策増枠を活用）

2） 紛争予防のための地方格差是正支援

①　コミュニティインフラ復旧開発調査

　紛争によるインフラ破壊のアセスメントについては、現在、地方開発省、内務省、

公共事業計画省が実施中である。地方行政体（郡開発委員会：DDC、村落開発委員会：

VDC）や警察署については既にアセスメントが終了しており、回復に必要なコストに

ついても明らかになっている。一方、公共事業計画省の都市計画建築物局（Dept. of

Urban Planning and Building Construction）が全国の総合的なアセスメント調査を実

施中であり、2007年４月中にはその結果が取りまとめられる予定。また、地域インフ

ラ復旧については、2007年４月ポカラにてワークショップが開催される。暫定３か年

計画においても、インフラ復旧が重点とされることが予想される。

（平成 19政策増、新規要請取り付け）

②　地方開発支援のためのコミュニティ開発無償

　ネパールにおいても特に開発が遅れ、社会インンフラも未整備であるとされるカル

ナリ地方については、暫定３か年計画においても重点とされることが予想され、今回

協議したネパール側政府機関においても重要な開発課題であると認識されている。こ

れまで治安上の理由から支援が困難であった同地方に対し、コミュニティ開発無償に

よる総合的な社会インフラ整備の支援が検討可能であろう。若しくは、対象地域をカ

ルナリ地方と限らず、例えば日本が主要幹線道路を建設中のシンズリ地方など、開発

から取り残され、貧困格差是正が望まれ、かつ、戦略的に意義が高い地域を選定して

いくことも可能であろう。なお、状況により、上記①との組み合わせによる実施を検

討する（新規要請取り付け）。

③　地方行政強化によるコミュニティ開発プロジェクト

　地方開発省によれば、暫定憲法においては、地方行政の再編・強化が謳われており、

今後地方分権化を強化していく予定である。現在地方における各サービスは、各省の

出先である郡事務所が個別に対応している状況であるが、今後はDDCに各セクターの



－ 15 －

出先がデスクを並べるなど、DDCの行政強化によって、より地域のニーズに即した

サービスデリバリーをめざしていく方向にある。この取り組みは、保健、教育、農業

等の５つのセクターで先行して行われる計画である。

　一方 JICAは、森林土壌保全省をカウンターパートとし、村落振興のプラクティス

を盛り込んだプロジェクトを実施してきており（CDFWCP、CDFWCPⅡ、及びF/U）、

Ward１を最小の行政単位としたSABIHAAモデルを確立している。SABIHAAモデル

は、プロジェクト終了後もKR（食糧援助）Ⅱの見返りを活用し、森林土壌保全省に

よるレプリケーション（モデル普及）が行われている。プロジェクト対象地域であっ

たカスキ、パルバットに加え、周辺郡含めDESCO（郡土壌保全事務所）スタッフの経

験の蓄積がある。

　以上を踏まえ、SABIHAAモデルを活用した、Wardをひとつの行政主体とし、農村

開発を主眼としたプロジェクトを実施し、紛争の構造的要因とされる地方格差是正を

めざすとともに、地方行政の強化を図る。

　具体的には、SABIHAA経験をもつ森林土壌保全省と、比較的分野が近くかつ、地

方分権化のパイロット対象となっている農業セクターを所管する農業協同組合省、地

方行政を所管する地方開発省と連携し、地方行政強化・農村開発のための新

SABIHAAモデルづくりとその普及をめざす。

　今後 JICA事務所において森林土壌保全省、農業協同組合省、地方開発省などと協

議するとともに、森林土壌保全省に配属されている環境行政アドバイザー専門家や、

「農業研修普及改善計画（ATEIP）」関係者の支援を得つつ、次回要望調査までに案件

内容の検討と、要請書取り付けを行う。

（平成 20-21 要望調査新規要請案件）

3） ガバナンス分野における支援可能性

　国際社会による政治プロセス支援の最近の傾向は、単発的な選挙実施支援から中・

長期的視点に立った包括的ガバナンス支援に移行しつつある。JICAとしても、選挙支

援から同選挙で発足する制憲議会支援（憲法制定支援）、新憲法に基づく選挙支援、同

選挙によって発足する立法府支援、同立法府によって選出される行政府支援（Security

Sector Reform：SSR含む）全体を視野に入れ、タイムリーなリソースの投入を実現し

得る包括的な支援計画を策定する必要があろう。

　同分野における各機関の取り組みと進捗は次のとおり。

【UNDP（制憲議会支援・法整備）】

・これまで暫定憲法策定の支援・選挙に向けての啓発活動を実施してきたが、次

のフェーズでは制憲議会の作業を支援すべく、以下のプロジェクトを実施する

意向。

①　選挙後すぐに、制憲議会が機能するよう、議会の「Rules of procedure」を

策定し、暫定政府に提示する。

１ ネパール行政単位は、中央から、開発地域→県→郡（DDC、75）→村（VDC、約4,000）→区（Ward）→Tollとなっている。Ward

レベルで約500世帯程度。
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②　新しい国のあり方についてのリサーチを実施し、その結果を広く広報する。

特に連邦制の是非についてのリサーチをしたい（日本のリソース、特に県の

制度に関する専門家は歓迎）。

・このほか、「連邦制度」「女性の地位」「人権」「宗教」等の問題について 50 の

課題を簡単に説明する資料を作成し、ホームページを作成する。

【国連ミッション（SSR）】

・軍と警察の指揮権については、７党側とマオイストの間の調整が未了。

・インド、英国、米国が警察支援を検討中。英国は警察学校支援のためのリソー

スを１月下旬にも派遣してくる予定。

・国連ミッションも選挙区レベルで計205人の警察アドバイザーを張り付けてい

る。

・６月の選挙までの優先事項は、当面の治安を担保することであり、ガバナンス

の視点から見た SSR は選挙が終わってから本格化するだろう。

【真実・和解委員会（TRC）】

・TRCについては、暫定政権発足後に設置準備が進むと思うが（設置は４～５月

ごろか）、実際に活動を開始できるのは、2009 年１月の総選挙以降であろう。

政治情勢が不安定なままで、ヒアリングを開始することは逆効果である。

・現在は世界各国のTRCのリサーチを進めている。このリサーチに基づいて、ど

の国のやり方がネパールに向いているかを考え、具体的な TRCの TORを策定

することになる。このプロセスで日本の専門家のインプットは歓迎である。

・リサーチの期間は１年ぐらい。この間に、TRC委員はいろいろな国を調査に回

ることになろう。

・こうした準備作業と並行して、政党や市民社会団体との間でもワークショップ

を開き、TRC の課題などについて意見交換も実施する（２月１日にも予定）。

　以上を踏まえた、支援可能性としては以下があげられるが、制憲議会支援、法整備につ

いては、制憲議会成立後、また、TRC については新政権発足後に TRC 設立作業の目処が

立ったあとに追加情報を収集し、支援実施の可否を改めて検討することとなろう。同様

に、SSRについては今後のプロセスが全くの未定のため、現時点において具体的な支援策

を検討することは時期尚早である。

①　制憲議会支援

　選挙支援から継続的に制憲議会の支援を実施し、民主化プロセスを包括的に支援す

ることを目的とし、同議会の憲法草案策定プロセスにおいて、日本及び他の民主国家

の国家システムに関する情報を共有し、有効なシステムのあり方を判断するうえでの

インプットを行う。具体的には、アフガニスタン、イラクの制憲議会支援と同様、学

識者等による支援チームを派遣し、セミナーを開催する。また、UNDPが実施するリ

サーチに対し、国と都道府県の権力分掌を研究する専門家を派遣することも考え得る。

②　真実・和解委員会

　同委員会の TOR決定プロセスにおいて、他国の経験を共有し、同国に最適の TRC

システムを決定するうえでのインプットを行う。例えば、南アフリカの真実・和解委
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員会、ルワンダのガチャチャ等を研究する望月康恵・関西学院大学助教授など、学識

者の派遣。当地におけるTRCがどのような形式のものが最適かについて、他国での経

験を共有しながらアドバイスを行うことが可能であろう。

２－４　JICA国別事業実施計画改編・プログラム強化

【背景】

・「選択と集中」及びプログラム化強化

・ネパールを取り巻く政情、国際社会による支援環境の変化

・ネパール政府によるネパール開発フォーラム（NDF）に向けた「３か年暫定計画」策定

・次年度要望調査に向けた国別事業実施計画改訂の必要性（現在のものは 2003 年のものが

ベース）

　当初２～３月の間に実施される予定であった NDF は、４月７～８日に開催予定となった。

現在財務省が各省に暫定３か年計画の作成指示を行っており、今回調査団では、教育スポーツ

省、地方開発省、公共事業計画省等の各部局において、財務省に提出した暫定３か年計画の中

身をヒアリング、若しくは資料収集をすることができた。

　以上、ネパール政府による開発計画の見直しプロセスを踏まえ、４月のNDFまでに新たな国別

事業実施計画の方向性を固め、NDFの結果を踏まえて次年度要望調査に向けた改訂作業を行う。

プログラムの集約については、現在12あるプログラムを、７～８程度に絞り込む。その際、平和

構築、紛争予防、社会的包摂を考慮し、ガバナンスと地方格差是正に重点を置いたプログラムを

設ける。また、これまでセクター別に構成していた案件の一部について、ガバナンスとの関連に

おいて整理し直す。

　今後ODATFではNDFに向けた準備が進むことと思われるが、JICAの国別事業実施計画改訂

についても、同時並行的に検討作業を行い、ODATF の議論を適宜反映させていく。

２－５　JICA事業実施上の安全管理調査

　和平プロセスへの支援、また制憲議会選挙終了後にネパール情勢が安定化したあとの支援拡大

の可能性を念頭に、大使館、国連機関、他国ドナー機関等を訪問し、治安情勢に関する見解につ

き情報を収集するとともに、カトマンズ、ポカラ周辺の JICA事業地の安全確認を実施した（付

属資料５．参照）。これに基づき、今後のJICA事業実施上の安全対策方針を以下のとおり確認し

た。

（1）安全管理基本方針における記載内容

　新規案件の実施にあたっては、カトマンズ、ポカラ、東西ハイウェイに加え、シンズリや

チトワン等も含めた地域で行うこととした。一方、東西ハイウェイについては、西部は対象

外とした。

（2）地方での新規案件の実施、新規関係者の配置

　今後の地方展開にあたっては、退避オペレーションの実施を想定したロケーションの選定
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（航空便数、空港までの距離等）と案件のデザイン（地方サイトを引き上げても、継続して案

件を実施でき、効果がある事業）に留意して、あくまで選挙後に治安情勢が安定したことを

確認のうえ実施する。

（3）ネパール在住者の地方出張

　これまでも、治安状況に応じて JICA 事務所の判断で柔軟に対応してきた。今後も、安全

対策クラーク等による事前情報の確認と衛星携帯電話携行等の安全対策を十分行ったうえ

で、JICA 事務所の判断で柔軟に対応していく。

（4）地方出張、旅行の承認手続き

　現状は「カトマンズ盆地及びポカラ市街地」外を訪問する場合は、JICA事務所長あての国

内移動届の提出を義務づけ、安全対策クラークのレポートをつけて（トレッキングに関して

は、メディカルコーディネーターのレポートも取る）、すべて JICAネパール事務所内で事前

承認を行っている。これに関して、選挙後に治安が安定した時点で、安全な地域に関しては

届出制としたいとの意向が JICA 事務所からあり、実質的な安全が確保される範囲で手続き

の簡素化を進めるよう伝えた。具体的には、外務省渡航措置が「十分注意してください」の

地域は届け出とし、「渡航の是非を検討してください」については本部承認（又はJICAネパー

ル事務所承認）を必要とする、といった対応が考えられる旨を伝えた。

　また、今般カトマンズ市内を中心に、一般犯罪が増加している傾向にある。邦人や国際機

関関係者を対象とした夜間侵入盗難などが発生している。かかる状況を踏まえ、JICA関係者

が居住する10か所の住宅、集合住宅、及び事務所建物を確認し、安全確保上の問題点を指摘

するとともに、改善策につき提案した（なお、詳細な報告は別途取りまとめられているが、

本報告書においては割愛する）。

２－６　現地への依頼事項

　今次調査団の調査結果、提言事項に基づき、以下の点について現地ODATFによる継続したフォ

ローを期待したい。

・既に支援が決定している協力のための調整、実施

・和平プロセスに関連した情報収集と本部への発信

・支援可能性案件具体化のための準備作業（政策増、要請追加取り付け、次年度要望調査）

・JICA 国別事業実施計画改訂に向けた検討作業

・NDF に向けた ODATF での議論と東京への発信

・ODATF 体制による現地広報
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５．ネパール治安状況に関する調査報告

平成 19年２月 15 日

総務部在外・安全対策グループ安全対策チーム

調査期間：2007 年１月 23 日～ 30 日

出 張 者：総務部在外・安全対策グループ安全対策チーム　内藤徹

訪 問 先：カトマンズ、ガジュリ、ダマウリ、ポカラ

１．ネパール全般の治安情勢

　2006年11月の和平協定、12月の武器管理協定の締結、2007年１月の暫定憲法の承認と、これ

までのところ着実に和平のプロセスが進められている。今後２月ごろ、武器引き渡しの確認が行

われた時点で暫定政府の成立が予定されており、さらに2007年６月には制憲議会選挙の実施が予

定されている。安全対策クラークのブラトキ氏によると、武器の引き渡しに関しては、マオイス

トは古い武器のみを引き渡し、新しい武器は隠しており、戦闘員に関しても、最近リクルートし

た若い人材をマオイストの戦闘員として、本当の戦闘員は隠している模様で、国連のモニタリン

ググループがオペレーションに苦慮している、とのことである。

　治安コントロールに関しては、和平前に引き上げた地方の警察ポストへの人員の再配置が現在

進められており、体制が改善する見通しである。

　マオイストの活動に関しては、政府との交戦や爆破事件は行われなくなり、国土の全般的な治

安は大幅に改善されたが、マオイストの一般市民に対する不法な税徴収等の活動は引き続き行わ

れている。

　６月に予定されている制憲議会選挙に向けて、各政党、王室派、国軍、マオイストそれぞれが

いかなる対応をとるかが不確定であり、選挙後の情勢が落ち着くまでは、政治的な安定は期待で

きず、潜在的に治安が悪化する要因を多く抱えたままであるといえる。これから、政党関係者が

地方に戻り政治的な動きを活発化させていくことから、各地で治安が不安定になることが予想さ

れる。

　なお、都市部ではこれまでマオイストを夜間監視していた警察が監視をやめた影響もあり、一

般犯罪は増加傾向である。ネパールの警察の防犯能力、執行能力は弱い旨、大使館の警備対策官

より指摘があった。

　また、多くの関係者から、地震のリスクにつき指摘があった。大地震のこれまでの周期から、

そろそろカトマンズで大地震が起こる可能性があるとの噂もあり、ドナーも含め、広く地震のリ

スクが認識されている。

２．南部平野部の最近の治安動向

　最近は、これまで治安が良好な場所と考えられていたタライ（南部平野部）の東部及び中部地

域で、マオイストの分派であるタライ人民解放戦線（JTMM）による爆弾攻撃や、政治団体であ

るタライ住民権利フォーラム（MJF）による抗議行動による警察との衝突事件が激化している。

これに対応して、政府側も26日には南部の主要都市であるビルガンジ、ビラトナガル、ジャナカ

プール、ラハンで外出禁止令を発令する等、厳しい状況になっている。これらの反政府活動の目
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的は、南部の住民の権利が十分認められていないことに対する抵抗活動であるが、裏には和平路

線に反対する王室派の動きや、インドのヒンドゥー至上主義勢力があるのではないか、との見方

もある。ネパールは多民族で、またカースト制度が残っており、様々な権利を主張するための活

動が既に行われているが、今後新たなグループによる活動が更に活発化する可能性もあるといわ

れている。

　タライ（南部平野部）の東部及び中部地域に関しては、協力隊員が１名イタハリにて活動中で

あり、また今後案件実施を予定している草の根技術協力事業のチャイルド・ファンド・ジャパン

の案件はマホタリ郡を対象郡の１つとしていることから、今後の実施にあたっては十分留意が必

要である。

　なお、他機関の対応としては、ドイツのボランティア事業を実施する DEDはシラハ、サプタ

リ、ウダイプルの３郡に計３名のボランティアを派遣しており、訪問当時、首都への引き上げオ

ペレーションを実施中であった（移動が困難で退避が進められない状況であった）。また、国連

は、シラハ郡において車両が暴徒に攻撃される事件が発生しており、パルサ郡からモラン郡まで

の10郡で関係者の移動を控えている状況であった。なお国連担当者によると、今回の騒動は基本

的に平野部の人が山間部の人をねらって起こす行動であり、外国人スタッフよりネパール人のリ

スクの方が高いと考えているとのこと。

３．大使館、国連の渡航措置

　日本大使館は現状のネパールの渡航措置に関して、暫定政府が成立する２月以降に、現状の治

安状況を踏まえ、渡航措置の見直しを行うことを予定している。

　草の根無償に関して、現在大使館が案件選定を行う際は特に地域制限はないとのこと。ただし、

アクセスが悪く、モニタリングが困難なところはやらないし、中西部も案件がないので実施の見

込みはない。

　国連のフェーズに関しては、フェーズⅢの範囲が広く、特に東部及び北西部においては、外務

省渡航措置とも大きく隔たりがあり、また実際の治安情勢に比べフェーズが高いと思われる。こ

れにつき国連治安担当者に確認したところ、個人的見解としては日本の外務省の渡航措置での危

険度が低い東部及び北西部地域について、フェーズⅢは高すぎると当人も考えているとのこと。

ただし、国連としては世界食糧計画（WFP）の活動でトラブルがあった等の事例もあり、引き下

げは組織決定には至っていない。一方、現状の東部タライの状況についてはセンシティブになっ

ており、東部タライのフェーズが低い郡につき、今後フェーズⅢに引き上げる可能性はある、と

のこと。

４．他のドナーからのヒアリング

　SDC（スイス開発協力機構）は、安全に関しては個別の案件ごとにローカルの情報を基に判断

しており、国連のフェーズⅢの場所でも活動している。和平協定後も案件実施に関するプロセス

は変えていない。現場では、CDO（地方開発長官） とも、マオイストとも話をする。

　案件実施地域は、ドラカ、ラメチャップ、シンズリ、郡の中部や、シンズパラチョーク、オカ

ルドゥンガ、カブレ郡で行っている。また、北西部のバジャーン、バイタディでアジア開発銀行

（ADB）とともに、道路案件を実施するとのこと。BOG（Basic Operation Guideline）の今後に

ついて、BOGは安全だけでなく開発の活動の中立性を守るためのものであり、今後は選挙に向け
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て政治的な圧力（雇用、案件実施地域等）等に対しても有効な行動規範となり、より地方で開発

関係者が活動し、BOGの考え方が広がることが期待される。BOG自体は、将来的に開発関係者

の行動規範（Code of Conduct）に変わるかもしれない、とのこと。

　DED（ドイツのボランティア事業実施団体）は、現在地方は、ポカラ（１名）、チトワン（２名）、

バラトプール（１名）、シラハ、サプタリ、ウダイプル（３名）で活動をしており、新たにパル

パ等でも実施するとのこと。シラハ、サプタリ、ウダイプルの３名については、前述のとおり退

避オペレーション中であった。通信機器に関しては、カトマンズ盆地以外では、スラヤ又はエイ

シスを貸与しているとのこと。カトマンズは地震のリスクもあり、住居の耐久性に関するチェッ

クも行っている。

５．カトマンズの治安

　カトマンズのJICA関係者については、2006年11月に所員宅にて夜間侵入盗被害が発生し、ま

た2007年１月に再度別の所員宅にて夜間侵入盗被害が発生した。他の在留邦人についても、カト

マンズの留学生宅において夜間物が盗まれる被害が発生している。

　また、カトマンズの国連治安担当官を訪問した際の説明によると、国連スタッフの自宅への侵

入事件がここ10日間で３件発生したとのこと。そのうち１件は、５人の武装した男が深夜２時ご

ろに女性が１人で住む家に侵入し、当人を20分間ナイフで脅し、現金、携帯電話、カメラを盗ん

だ強盗事件である。今後、人的被害の発生を避けるため、JICA関係者への早急な対策が必要であ

る。一方、他の１件では、警備員が侵入しようとしているところを見つけ、未遂に終わっている。

　警察でのヒアリングによると、侵入盗のターゲットは外国人に限らず、ネパール人の富裕層も

ねらわれている。夜間のみならず、日中に発生しているケースもある。武器は刀が主だが、ピス

トルが使用されたケースもあるとのこと。ネパール人が強盗に刀を突きつけられた事件もあり、

またフィリピンの女性に対して性的暴力をねらった事件もあった。３年前には、バクタプールで

侵入盗に被害者が殺されたケースもあるとのこと。はかに、ひったくりも発生している。最近侵

入盗が３人捕まったが、同一人物が 10件以上の事件を起こしていた模様。

　既に JICA関係者宅は「ねらわれ、下見され、研究され」ており、多少侵入が困難でも金品が

奪えそうな家であれば「プロが刀やピストルと道具を持って通常夜間に侵入」し「居住者がいる

寝室に入りこみ、武器で脅される」という最悪な状況を想定して、早急に安全対策をとることが

非常に重要である。

　また、UNESCOの事務所が不在時に侵入されて、現金を盗まれたとの話もあり、住居のみなら

ず、事務所に関しても十分な安全対策措置の必要がある。

　カトマンズの警察によると、治安管理体制は、2006年11月にカトマンズ・メトロポリタン・ポ

リス（KMP）が新たに設置され、これまで6,000人の人員を2,000人追加する予定で、既に1,000

人は追加された、とのこと。KMPの下にカトマンズ盆地内のカトマンズ、ラリトプール、バクタ

プールの各区域を所掌するRange Office が設置されている。

６．カトマンズ～ポカラ間の各案件サイトの治安状況

（1）カトマンズからポカラまで

　カトマンズ、ポカラ間のハイウェイの状況は良好であった。移動時は、タライでバンダ（強

制的ゼネスト）があった影響もあり、交通量が少なかった。過去に土砂崩れが発生したエリア
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もあったが、現状は通行にあたり全く問題ない。

　この区間は交通事故が多い模様で、今回通った際も交通事故が発生したあとの車両が残され

た場面に３か所で遭遇した。ドライバーの選定、スピード出しすぎの注意、シートベルトの徹

底（後部座席も含め）、適切なスケジュール設定に十分留意する必要がある。

（2）ガジュリ：ノンフォーマル教育（CASP）案件（技術プロジェクト）

　ノンフォーマル教育案件の対象地の１つであるカトマンズ郡のガジュリのハイウェイ沿いの

サイトを訪問した。本案件のサイトは、カトマンズ郡内に９か所あるが、ハイウェイから徒歩

で３時間以上かかるサイトは、日帰りができなくなる可能性もあることから、現時点では訪問

は控えている。治安機関等からのヒアリングはしていないが、マオイストによる脅威の心配は

現状ない模様である。ハイウェイ沿いでも、携帯電話が通じないエリアがあり、衛星携帯電話

の携行は必須である。

（3）ダマウリ：アッパーセティ電力案件（開発調査）

　アッパーセティ電力開発調査案件のダマウリのダムサイトも訪問した。こちらも、マオイス

トによる脅威の心配は現状なく、治安機関等からのヒアリングはしていないが、現時点では治

安上の心配は感じられなかった。

（4）ポカラ・ニルマルポカリ村：コーヒー栽培（草の根技術協力）

　ニルマルポカリ村はポカラ市街から車で40分程度で、そのうち20分は悪路で車両での走行

は非常に困難である。同区間はバスが１日３本通行している。３年前に付近で軍関係者が殺さ

れた事件が発生したが、その後は特段の事件は発生していない。現在は軍、及び警察が村内に

常駐し治安管理しており、治安上の問題はないとのこと。（案内をしてくれた村民、及び訪問

した小学校校長からのヒアリング）

（5）カスキ郡 District Police でのヒアリング

　マオイストの影響は和平協定後に改善されたが、小規模な集金活動や圧力活動は残ってい

る。ドネーションの要求は他の郡よりは少ない。

　マオイストの活動により閉鎖されていたカスキ郡内の 12 か所のポリスポストは、最近再設

置が完了し、郡全体の治安維持の仕組みが整った。

　外国人に対する犯罪は携帯電話の窃盗等、小規模なものしかなく、夜１人で歩かない等の安

全対策をとればよい、とのこと。カトマンズで発生しているような侵入盗被害についても、特

に発生しているとの話はなかった。
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６．個別協議結果

主なポイント

・Mr. Erbenはネパールのほか、コソボ、アフガニスタン、イラクなど紛争後の選挙支援経験あり。

・ネパールでは 2004年からこれまで２年間、米国国際開発庁（USAID）の資金により選挙管理委

員会への技術支援を実施。

・現在より長期的な事業への支援をUSAID から得るためのプロポーザルをドラフト中。

・選挙管理委員会に対しては、長期、また、短期での専門家派遣を実施。日常業務のコーチングも

行っている。 研修も実施。

・選挙管理委員会の抱える問題としては、過去10年紛争のため通常行われるべき活動が行われて

いないこと、また、人事配置の関係で他の省庁に人材が流れてしまうこと、空席ポストが多いこ

と。

・今回実施上の大きな課題は、治安の確保。武器管理が終了していないなか、６月実施は、credible

な選挙環境を整備するのが難しい。

・また、Peace Trust Fund を整備中だが、実際のドナー支援が実現するまでには時間を要すことが

見込まれる。選挙法もドラフトされたが、議会を通す必要あり。

・23 日から２週間の予定で、有権者登録が開始されている。

・制憲議会選挙の意味を有権者に理解させるのは難しい。

・スケジュールは相当厳しい。

・今回選挙は、Free & Fair よりも Acceptable といったレベルにとどまるであろう。

・有権者教育についても取り組んでいる。ただし、この分野への IFES 支援は限られている。

・選挙管理委員会では有権者教育担当者は１名のみ。選管にはCivil Societyが政治化されていると

いう認識があり、メディアとも一定距離を置いている。

・有権者教育について、選管がプロポーザル作成中。JICAにもプロポーザルを出しているThe Nepal

Independent Electoral Forum（NIEFO）と連携。

・メディア支援関係では、Asia Foundationが、KOKASというコンソーシアムを組んで、４つのNGO

で連携して取り組んでいる。資金は英国国際開発省（DfID）。

・メディア支援では、メディアは今回選挙へもつべき期待を誤って伝えないということが肝心と考

えている。

・選管は各政党とワークショップ等を通じながら、意思疎通を図り選挙準備を進めている。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月18日

Mr. Peter Erben, Country Director in Nepal, International Foundation for Election Systems (IFES)

調査団：橋本団員、亀井団員、鳴海団員

JICAネパール事務所：小林所員、赤松企画調査員

選挙支援
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主なポイント

・主として、兵士の再統合に関連する、（1）労働力調査（National Labor Force Survey）、（2）労働

市場調査（Rapid Assessment on Labor Market）、（3）職業訓練セクター調査（Assessment on Capacity

of Vocational Training Centers）について聞いた。

（1）労働力調査（National Labor Force Survey）

・1981 以降、国連開発計画（UNDP）の支援による技術協力（TA）として５年サイクルで実施し

ているもの。次回は2006～ 2007年にあたる。CBS（ネパール統計局）を中心に、関連省庁と連

携して実施。

・統計のシニアアドバイザーが来ネし、手法について支援。順次研修などを行って行く予定。

・調査完了までに必要な資金はUNDP に支援を依頼中。

・最終的な報告書は、2008年の９～ 10月の見込み。したがって、昨今の integration のための支援

などに直接生かせるものではない。

（2）労働市場調査（Rapid Assessment on Labor Market）

・マオイスト宿営地が置かれる７郡とその周辺郡（各２～３郡）を対象に実施。いったん収容され

たマオイストのほとんどは、元の郡に帰る意志をもたないことが想定されるため、 宿営地周辺で

雇用を創出し、それに対応したスキルを提供する必要がある。

・中身としては、兵士自身がどのようなスキルをもち、また、今後得たいか、という点にフォーカ

スする予定。提供できる訓練を提供するのではなく、必要な訓練を提供する必要がある。

・資金については、UN人道支援リストCAP（Consolidated Appeal Process）に載せたところであり、

今後２～３か月はかかる。

・カトマンズ大学に一度調査プロポーザルを提出させたが、質が低く、仕切り直し中。

・最終的な報告書完成のスケジュールは未定。

・調査のポイントとして、民間セクターとの連携を重視している。

（3）職業訓練セクター調査（Assessment on Capacity of Vocational Training Centers）

・世界銀行との話し合いで出てきた調査。

・職業訓練セクターのMapping を意図している。すなわち、これまでに確立されているものは何

か、ドナーの支援は何だったか、これから何が必要であり、どのようにドナーが支援していく

か、というロードマップ作りである。

・（1）と（2）の目処がついたあとに取り組む予定。

　同氏は直近のアフガニスタンの職業訓練で JICAと連携した経験があり、今後の継続した情報

共有や、連携に前向き。上記調査はいずれも結果が出るまでに時間がかかるため、即座に活用で

きるものではないが、将来的に連携できる可能性はあり。事務所を通じて引き続き情報交換等を

していくこととした。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

Mr. Shengjie Li, Director, International Labour Organization (ILO) Office in Nepal

JICAネパール事務所：小林所員、調査団：亀井団員

IDP、Integration（職業訓練）
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主なポイント

・MOHは現在、IDP 等への包括的な支援のための計画及び Peace Trust Fund のプロドクを作成中

（1/16にUNから内密にドラフト入手済み）。基金については、来週中に最終化される見込み。IDP

ポリシーはその後。

・計画の柱は①Management of Camps and Integration of Maoist Combatants、②Rehabilitation of IDP、

③ Election of Constituent Assembly、④ Strengthening of Law and Order Situation and Police

Administration、⑤ Support to the Peace Process。

・このうち、MOH は①、②、④で中心的な役割を担う。

・ネパール政府としては、Peace Trust Fund によりこれら活動を行っていく予定であるが、日本を

含む資金支援ができないドナーについても、別途アレンジをする用意があり、支援を期待してい

る。

（IDP 関係）

・IDPについては、選定は国際基準を適用する。また、紛争に限らず、自然災害による避難民も含

む。国際基準を踏まえたうえで、具体的なクライテリアを定める。

・（IDP人口について質したところ、）5,000家族、２万人とみている。ただし、この数字にはマオ

イスト側の避難民が含まれていないので、今後多少増える（国際NGOがより大きい数字をあげ

ている点を指摘したところ、これらは過大と認識しているとの由）。

・Peace Fund の執行については、各事業を担当する各省庁に配分される予定。

・関係する支援の窓口はMOF。

（宿営地関係）

・中央から郡までの各レベルで、委員会を設立し、調整、モニタリングにあたる。郡レベルではCDO

（地方開発長官）がチェア。和平事務局とも連携。

・現在は登録作業を集中して実施中。15～ 20日以内に終わる見込み。現在の政治プロセスは、こ

の登録終了後に新政権誕生ということになっている。その後にカントメントのインフラ整備。開

始後、１か月以内に終了を見込んでいる。

・現在、キャンプの中に入れるのはUN関係者のみで、政府の関係者や役人は入れない。

・最終的な再統合には選挙後１年以上のプロセスがかかると見ている。最終的に収容した兵士をど

うするかは、新政権が決定することになる。

（警察関係 ）

・現在警察署の再配置、研修や、通信の強化を実施若しくは計画中。

・警察署の再配置は既に始まっている。特に紛争の影響が強く事実上警察活動がなかったところで

の復活が行われてきた。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

Mr. Pratap Kumar Pathak, Joint Secretary, Ministry of Home

日本国大使館：冨田一等書記官、JICAネパール事務所：小林所員、調査団：亀井団員

IDP（国内避難民）、SSR（治安セクター改革）
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・警察強化には、資材、機材、建物などが不足しており、日本への支援を期待したい。特に必要な

のは、通信、車両、研修、Local Administration である。

（以下、警察研修について特に聞いたところ）

・研修の中身はデザイン中。

・Police Academy 及び Regional Police Training Center で実施。

・最も重要なエリアは、警察官としての態度、地元住民との接し方、軋轢（conflict）マネージメン

トと認識している。

・昨年まで警察訓練についてはDfID が支援してきており、支援の継続を要請した。

・Police Academyを中心とした研修機能強化については、既にインド政府にアプローチしている。

カブレにあるセンターを補強し、将来的には南アジア地域協力連合（SAARC）のための警察訓

練機関としたい。

・インド政府は前向き姿勢であり、新政府発足後、新大臣が同国を訪問し、最終化するであろう。

・（インドへのプロポーザルが入手可能か聞いたところ）Police Academyにコンタクトすれば可能

のはず。



－ 45 －

主なポイント

・OCHAよりネパールの政情、治安、紛争の影響等につき、プレゼンテーション。

・UNHCR よりブータン難民現状につき、プレゼンテーション。

（以下、プレゼンに含まれない内容）

・UNでは昨年度 CAP（Consolidated Appeal Process）により、飢餓・栄養、保健、難民、IDP など

緊急支援が必要な活動に対するドナーの支援を求めたが、85％についてファンディングを得るこ

とができた。

・和平プロセス支援のため、同様のアピールを２～３月に行う予定であるが、ネパール政府は極度

の紛争国と見られることに抵抗がある。

・ネパール政府のIDP政策（Peace Trust Fundを活用し、１世帯当たり5,000ルピーの手当を支給）

については、その有効性に疑問がある。IDPのうち最も厳しい状況にある人々は、この手当を申

請することすらできない状況である。意味があるとすれば、移動の交通費を払えない人にとって

のみ。必要な「保護 protection」には、匿名性が必要。

・IDP 帰還のためには、ローカルレベルで peace council などの組織が設立される必要がある。

・UNHCR としては、物資の（material）支援よりも、「保護」（Protection）が重要と考えている。

・UNHCR は、和解と帰還を促すため、ローカルレベルのワークショップを NGO等（Norwegian

Refugee Committee、INSEC など）と合同で実施。対象はバルディア、サルヤン、ルクム、スル

ケット、ダイレーク：OHCA実施の調査結果に基づき選定。なお、このワークショップはprotection

及び現実問題の解決のために行うものであり、過去の清算に基づく和解を促すTRC（真実・和解

委員会）とは性質が異なる。また、郡レベルでのカウンターパートはCDO。

・IDP の人数については、正確に把握することは困難であり、どの数字も真実ではない。

・セキュリティに関しては、今後タライ（Madesh）が焦点となる。

・現状政情は回復に向かっているが、Basic Operating Guideline（BOG）順守の観点でいえば、今後

開発援助がより政治的に利用される傾向が強まることを懸念している。どんなNGOも政治的に

完全な中立ではない。

・IDPの選挙権について、OHCHRがIDPも投票できるよう、ロビーイングをしている。例えばMobile

registration といった措置が可能であろう。

・IDPの有権者登録については、以前の憲法では登録場所等について記述がされていたが、暫定憲

法のなかではその部分が削除されている。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

国連人道問題調整部（UN OCHA）、国連人権高等弁務官事務所（UNOHCR）、国連難民

高等弁務官事務所（UNHCR）

Mr. Paul Handley, Humanitarian Affairs Officer, OCHA

Ms. Kaoru Nemoto, Head of Sub-Office, UNHCR, ほか

調査団：江碕団員、平野団員、田中団長、亀井団員、日本国大使館：冨田一等書記官

JICAネパール事務所：赤松企画調査委員

全　般
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主なポイント

・MOFとしては、重要なタイミングでミッションが来ネしたことに感謝。今後の和平プロセスに

はドナーの支援が必須であり、日本の支援を期待する。

・ネパール政府（GON）は、和平プロセスへの支援と同時に、貧困削減につても重要という認識で

ある。現在国家計画委員会（NPC）は 緊急ニーズを反映した暫定３か年計画を策定中であり、

4 / 8 - 9 の NDF（ネパール開発フォーラム）でドナーに提示予定。３か年計画のテーマは

Rehabilitation、Reconstruction である。

・Q：GONは当初、2,500 万米ドルの資金が必要という提示を行ったが、その後コミットされたド

ナー支援を踏まえての、現状の financial gap は？

　A：先の提示額は初期的なアセスメントに基づいていたため、正確な数字を出すには作業が必要

であり、次年度の予算編成後に明示できる。IDP支援など、一部の支出については、通常予算と

は別途手当てしているが、通常予算に含まれる活動も多い。ニーズには事欠かないが、現状、

Peace Trust Fund として、7,500 万米ドル必要と考えている。また制憲議会選挙、IDPなど、各イ

シュー間での優先順位づけは困難。

・Peace Trust Fund（PTF）については、ドナーによる支援をプールし、各省庁からあがってくるプ

ロポーザルに対し、予算をつけるというプロセスを考えている。また、ドナーの要望に沿うよ

う、イヤーマークも歓迎。なお、Peace Trust Fundの口座は既に開設されている。DfID、デンマー

ク、ノルウェー、EC が前向き。また、ドナーによっては複数回支払いとなるであろう。

・PTF は緊急のニーズに応えるため、調達手続きは簡素化した方策を準備中。

・NDFで提示する３か年計画においては、計画実施に必要な予算についても提示予定。ただし、大

枠の提示であり、詳細なものではない。

・ノンプロ無償、債務救済無償の残額について、PTF への活用可能性につき、議論。MOF側とし

てはより柔軟性の高い債務救済無償について、PTFに活用し、ノンプロ無償については、TIA（ト

リブバン国際空港）レーダーシステムの更新に活用する方向を確認。PTFに資金活用する場合に

は、イヤーマークをする必要があるため、活用計画の詳細が決まれば、MOFより在ネパール日

本国大使館（EOJ）に相談する。

・MOFより、ノンプロ無償、債務救済に加えて追加支援の可能性につき、質問があったが、日本

側は、まずは既存協力の活用を依頼。また、例年の要望調査対象案件は別途検討されるが、ODA

全体額の削減のなか、プライオリティづけをしていくこととなることを説明

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

財務省（MOF）

Mr. Madav P. Ghimire, Joint Secretary

Mr. Lal Shanker Ghimire, Under Secretary

調査団：江碕団員、平野団員、田中団長、亀井団員

日本国大使館：冨田一等書記官、嶋田二等書記官、JICAネパール事務所：吉浦所長

全　般
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主なポイント

・同局では、現在、ネパール国中の紛争によるインフラの破壊状況のアセスメント調査を実施中。

対象は、管理省庁及び部局を問わず、学校、上水、道路、橋梁等、すべてのインフラ。ただし、

結果、同局がリハビリ・建て替えを実施するのは、国が所轄する、98の建物のみ。つまり、郡開

発委員会（DDC）や村落開発委員会（VDC）の建物などはMOLD（地方開発省）が手当てする。

同様に他の建築物も、所管の省庁、部局が対応することになる。

・アセスメント調査は、１月中に終了予定。結果は、省からNPCに提出される予定。

・調査の実施体制は、国内25か所のdivision officeが実施。内容は、ダメージ状況及びリカバリー

コストの見積りも含む（調査様式を入手）。

・リハビリと再建のために、同局が受けた予算は、今年度予算において、当初２億2,600 万ルピー

であったのが、１億 7,000 万ルピーとなる見込み。

・アセスメント結果については、JICA 事務所にシェアしてもらうこととした。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

公共事業計画省都市開発建築物局（Dept. of Urban Dev. and Building Construction,

Ministry of Physical Planning and Works）

Mr. Om D. Rajapadhyaya, Deputy Director General

調査団：亀井団員、JICAネパール事務所：徳田所員、Rana所員

インフラ復旧
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主なポイント

・暫定３か年計画案については、素案をNPCに提出済み。内容としては、（1）地方分権化推進、

（2）インフラ復旧、（3）地方行政強化（Capacity Building of Local Administration）及び（4）社

会的包摂（Social Inclusion）の推進。

・（1）地方分権化推進：暫定憲法で、地方行政の再編が謳われているため、今後重点的に分権化

に取り組んでいく方向。これに伴い、省名も、Ministry of Local Governanceとなる見込み。DDC

の数は将来的に減る方向で再編される。

・（2）インフラ復旧：都市の下水施設や、DDC/VDCの建物建設を予定。アジア開発銀行（ADB）

と合同で、PPTA-Nepal Rural Reconstruction and Rehabilitation を計画（資金規模、５年間で 3,000 万

ドル。ADB以外に EUなどを含め、GONと３者で出資の計画）。

・（3）地方行政強化：再編された自治組織を対象に、キャパビルを実施。地方分権化の流れにお

いては、資金、機能、人員ともにDDCが中心となるように変えていく。具体的には、既に５つ

のセクターでパイロットが進んでいるよう、各省の出先がDDCでデスクを並べて動く方向に変

えていく。

・（4）社会的包摂：社会サービスのデリバリーがきちんとなされる仕組みの構築に取り組む。具

体的には、ダリットへの奨学金制度整備や、土地なし者の定住、少数民族の文化保護、など。ま

た、各郡において、ダリットや少数民族に対応する、Social Inclusionデスクを設置することを検

討している。

・地方開発の良いモデルとしては、EC がグルミ、アルガカンチを対象として実施した、GARDP

（フェーズⅡ）があげられる。DDCを軸として、複数セクターを含む総合的開発を行った。（DDC

に技術者がいないなかで、技術支援、指導はどう行ったのか質したところ）各セクターの専門技

術支援は、現地に配属となった、コンサル（国際及びナショナル）が対応したとの由。

・環境関係においては、CKV（廃棄物管理開調）及びポカラフェワ湖環境改善技プロが終了するに

伴い、今後の支援の継続要望があった。

・地方行政強化については、ドナーによる研修支援計画あり。

・M&E（モニタリング・評価）のプログラムもあり。

・暫定３か年計画のアウトラインを掲載した、英文１枚紙入手。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

地方開発省（Ministry of Local Development）

Mr. Surya Prasad Acharya, Under Secretary, Local Body Support

Mr. Babu Ram Gautam, Under Secretary, Environment Management Section

調査団：亀井団員、JICAネパール事務所：小林所員、 Lamsal 所員

ガバナンス、ほか



－ 49 －

主なポイント

・IDP、DDR（元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰）、CAAFAGに関するNGO全般の動き：国

連児童基金（UMCEF）の呼びかけで、CAAFAG ワーキンググループ設立。SCアライアンス、

Plan、ICG、ICRC、CWINなどが主なメンバー。UNICEFはコーディネーターという立場として

開始。ただし、この枠組みには不協和音も出てきているのが実態。

・当初UNICEF としては、18 歳以下の兵士の解放後、Transitional center でいったん受け入れ、そ

の後リハビリセンターにおいて社会復帰を図るという計画であったが、CAAFAGの問題を公に

して働きかけたことで、逆に児童兵の存在が隠蔽される結果となった。本来非公式な接触による

支援が効果的であっただろう。現在は、CAAFAGへのアクセスがない、という状態が問題となっ

ている。また、CAAFAGのみが紛争の犠牲者ではなく、逆の差別を避けるためにも、コミュニ

ティベースの包括的な受入れが望ましい。

・コミュニティレベルでは、真実和解のプロセス、教育、メンタルケアなどが必要。

・SCJとしては、ダン、スルケットの両郡で、紛争の影響を受けた寡婦とその子どもたちの支援を

計画。NGO支援無償を申請している。同様の取り組みは、SC ノルウェーで試行的にやっている。

・また、パートナーNGOのアスマンとともに、ジャナカプール周辺の、特に IDPが発生している

コミュニティへの支援を実施している。これは、CAPのなかで、SC USがSIDA（スウェーデン）

から資金を受けたものを、一部、SCJ で受けて、実施している。

・カトマンズでの子どもの支援は、さほど多くない状況で、必要性はあるだろう。カトマンズ内で

子どもに取り組むローカルNGOとしては、CWISHという組織がある。Domestic Laborを扱って

いる。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ）ネパール事務所長定松氏

調査団：亀井団員、JICAネパール事務所：小林所員、澁谷企画調査員

CAAFAG（軍隊・武装勢力とかかわりのある児童）
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主なポイント
・ネパールにおける、UNDPの通常業務につき説明あり。これまで、主として、貧困削減戦略ペー

パー（PRSP）に基づく、貧困モニタリング、ガバナンス、環境保全に取り組んできた。ガバナ

ンスでは地方分権化のコンテクストのなかで、現場を重視し、これまでに2,500のCBO（コミュ

ニティ・コントラクト方式）をつくり、3,000 の CBO と協働している。

・４月以降の政情変化を踏まえ、５月には本部から①緊急支援の検討、②事務所のキャパシティ・

アセスメントを目的とし、ミッションが来ネした。結果、②については、事務総長個人代表ミッ

ションをサポートするため、ロジスティック強化と、Peace Building & Recovery Unit の設置をす

ることとなった。Reintegration（DDR）のアドバイザー、選挙のアドバイザーもリクルートした。

・憲法制定支援：憲法制定委員会に対して、アドバイザーを派遣。また、civic education として、

特に女性や disadvantage group を対象とした、リソースセンターを大学と共同で設立することを

検討中。

・選挙支援：TAを実施。当座のニーズに加え、制憲議会選挙以降も、２か年の予定で選管のキャ

パシティ強化を行う予定。このためのアドバイザーが３月に着任する。このプロジェクトの

Scoping Mission を１月に実施した。

・DDR/Reintegration：UNMIN（国連ミッション）発足で本格的に取り組む。既に軍事専門家が来

ネ。武器登録にはUNが各国で利用しているソフトウェアを利用。アフガンでDDRを行ったス

タッフ約10名（Register ７名、IT２名）を１か月の予定でネパールに招き、作業を開始。ネパー

ル人スタッフチーム 20名も雇用し、アフガンスタッフが彼らを育成し、引き継ぐ計画。なお、

この計画は 20 万ドルでやっている。

・武器登録は２～３か月で終わるだろう。再統合はその後本格化。今回の武器管理はDDRではな

い。武器管理のみ。現在は第１次登録ということで、とりあえずの武器数と兵士数の把握を行っ

ている。開始後、現在までの登録数は１万1,000人。第１次登録は２月中に終了する。第２次登

録では、各人にインタビューを実施し、より細かいプロフィール（もっているスキル、教育レベ

ル、出身地等）を収集し、これをベースに統合のプログラムを検討していくことになろう。また、

女性や児童兵についてもこの結果により対応をとることになる。UNDPはILOが実施するRapid

Labor Market Survey にファンドする予定。

・「再統合」はSSRと表裏一体。ネパールのSSRは現時点では白紙。つまり、「再統合」がいつ始

まるのかは、分からない。２次登録後に初めて検討となろう。

・「再統合」について、UNDP としては、今後新規案件を立ち上げていくよりは、既存の案件

（Livelihood, micro credit, PPEP, Vocational Training）の強化により、支援をしていくことになろう。

・Peace Trust Fundについては、MOFに対して２名の専門家を派遣しサポートする予定。ただし、

ドナーは全体的に慎重だろう。最初から多額の資金を入れずに、分割し、執行状況を見つつ、と

いうことになるだろう。

・UNDP 側の JPO（Junior Professional Officer）要望に関し、手順について、確認。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

国連開発計画（UNDP）

Mr. Ghulam M. Isaczai, Deputy Resident Representative

調査団：江碕団員、平野団員、田中団長、亀井団員

日本国大使館：冨田一等書記官

SSR、IDP、DDR
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主なポイント

・先方より、各分野における支援必要性及び、資金を必要としている事業のプロポーザル概要の説

明あり。簡易プロポーザルの提示があった案件は10件。これらプロポーザルはOCHAによるコ

モンアピールに含まれる予定。

・UNICEFとしては、CAAFAGへの対応が第一のプライオリティと考える。CAAFAGのワーキン

ググループも設置しており、全体的な取り組みを進める予定。

・児童兵の保護については、既に７つの宿営地に子どもの保護担当官を派遣。彼らの観察によれ

ば、収容される兵士の20％が 18歳以下であると見ている。今後、コミュニティへの帰還や、教

育機会提供が課題となってくる。女の子については、Trafficking のリスクもある。

・コミュニティでの受入れについては、総合的なアプローチをとる必要があろう。

・教育機会という点では、alternative schooling の提供が効果的と考えている。その意味で、ノン

フォーマル教育が重要となろう。また、学校を Zone of Peace とするキャンペーンも実施。加え

て、life skill のカリキュラムも組み込んでいく必要がある。

・最近の懸念としては、子どもを政治活動に活用することによる、子どもの権利侵害である。デモ

や政治集会に子どもが動員されており、これらをやめるよう、アドボカシーを強化していく予

定。

・コモンアピールの枠組み、及び「人間の安全保障基金」においてUNICEFが取り組む事業に対し

て、日本政府として支援する可能性を引き続き検討していくこととした。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

国連児童基金（UNICEF）

Ms. Gillian Mellsop, Representative

Ms. Eriko Onoda, Planning Officer

Mr. Bhanu Pathak, Asst. Project Officer

Ms. Sumon Tuladhar, Program Officer

Ms. Sabine Himbert, 他

調査団：江碕団員、平野団員、田中団長、亀井団員

日本国大使館：冨田一等書記官

CAAFAG



－ 52 －

主なポイント

・UNFPA は、国連決議 UN SC 1235 に基づき、紛争による女性への影響に対する支援を中心に考

えている。UNの枠組みにおいて、SC決議1235に基づくワーキンググループを立ち上げており、

UNFPAはそのチェアを担当。このグループは和平プロセスにおける女性の参加確保にも注意を

払っている。

・宿営地周辺のリプロダクティブヘルスに取り組むことを検討中。

・宿営地に収容される兵士の30～ 35％が女性とみられており、これら女性に対するケアをどうす

るかは、今後大きな課題。ILO が実施するアセスメントにジェンダーの観点から助言もしてい

る。

・「人間の安全保障基金」申請中のコンセプトノート（UNICEF、WHO合同）、及びOCHAのコモ

ンアピールに含まれるプロポーザル３件を受領。日本政府としての資金支援の可能性を検討する

こととした。

・今後、社会的包摂という視点をいかに政策に反映していくかも重要と認識。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

UNFPA

Ms. Junko Sazaki, Representative, Nepal

調査団：江碕団員、平野団員、田中団長、亀井団員

日本国大使館：冨田一等書記官

宿営地運営、ほか
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主なポイント

・教育セクターローカルドナー会議で暫定３か年計画の大枠の説明あり。

・同会議で、ノルウェー大使館担当より、CAAFAGワーキンググループの議論に係る、MOESの

認識について質問あり→MOES としては、ワーキンググループがあることは認知しているが、

具体的な協議はもっておらず、具体的な対応については未検討。ただし、ノンフォーマル教育や

職業訓練が必要となってくるであろうことは予想でき、今後検討し、ドナー側に相談する旨説

明。ノルウェー大使館担当者からは、ドナー側もより協調した枠組みで応えていくべきと考える

旨発言あり。

・同会議で、世界銀行は、世界銀行としてTransitional process に対する支援についてネパール側と

協議中であることに言及があった。

以下、その後の個別協議

・MOES も和平事務局に対して事業計画を提出する予定。

・暫定３か年計画のなかで、ニーズに即した職業訓練の拡大や、alternative schoolingのひとつとし

て、open-school を検討している旨説明あり。３か年計画について、特定分野におけるJICAの追

加支援を期待している。

・教育セクターにおいて、特に紛争による影響が強く、支援が必要な地域として、カルナリ地域、

バルディア、バンケなどの西部に言及あり。

・大規模な投入を行っている CASP について、良いモデルを構築しつつあるので、MOES として

は、今後面的な拡大を期待したい。

・IDPと教育へのインパクトについては、CERIDがアセスメントを実施している。追ってJICAネ

パール事務所にレポートをシェアしてもらうこととした。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月25日

教育スポーツ省（MOES）

Mr. Arjun Bahadur Bhandari, Joint Secretary

Mr. Awashti, Under Secretary

調査団：亀井団員、JICAネパール事務所：澁谷企画調査員、ラムサル所員

CAAFAG、Integration（職業訓練）、IDP



－ 54 －

主なポイント

・ラジオ・ネパールは中波・短波・FMのネットワークが全国に展開されており、有権者教育に有

用と考えられる。

・ラジオ・ネパールは純然たる国営放送ではなく、資金の４分の３はコマーシャル放送や放映料で

賄っている。

・一般市民だけでなく、選挙報道にかかわるジャーナリストも今次の制憲議会選挙の意義を正しく

理解しているとはいい難いため、ジャーナリスト向けの研修なども有用ではないか、と考えてい

る。

・ネパールでは17のローカル言語と３つのサンスクリット語が使用されているが、ローカル言語

を使ったプログラムの数は限られている。

・１月17日に選管とラジオ・ネパールを含めたメディア関係者との間で３回目の定期会合が開か

れた。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

Radio Nepal

Ram S. Karki, Executive Director

Rajendra Sharma, Duputy Executive Director

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

メディア支援

主なポイント

・CTEVT 概要説明あり（CTEVT はネパールにおける職業訓練校を監督し、指導する機関）。

・「再統合」において、職業訓練の必要性が議論されていることについて、認知しているか質した

ところ、していないとの由。ILO が実施予定の調査についても、認知していなかった。

・最近においては、ADBがよりニーズに即した職業訓練のパイロット事業支援を実施している。

アッチャム、カピルバスツ、パーンチタル、ダヌーサ、フムラを対象とし、NGOと合同で、CTEVT

は政府側の窓口。５年間で１万8,000人を研修予定。Mobile Package型で、郡レベルではTOT方

式。将来的には 75 全郡に拡大していく。

・CTEVT としては、JICAを含むドナー側から働きかけがあれば、「再統合」に必要な支援プログ

ラムを提供する準備はある。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月25日

CTEVT, MOES（職業技術訓練連盟）

Mr. Chandra Bhakta Nakrmi, Directorほか

調査団：亀井団員、JICAネパール事務所：澁谷企画調査員、ラムサル所員

DDR、Integration（職業訓練）
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主なポイント

・今次の制憲議会選挙はアフガニスタンやイラクの国連・国際社会による選挙支援に比べ、マン

デートは「advisory」業務、ドナー・コーディネーションに限定されたものとなる。

・有権者教育についても、支援内容は各ドナーに任せており、国連はアドバイスを与えるのみであ

る。

・NDI（National Democratic Institute）は国内の監視団と政党に対するトレーニングを実施する模様。

・アジア・ファンデーションは有権者登録を呼びかけるプログラムを実施している。

・JICAからの人材派遣については、JICAから提示した覚書（MoU）で問題ないと考えられるので、

あとは関係機関による署名を待つのみである。ポカラのRegional Officeの開設は２月の中旬か？

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

UN Electoral Team

Fida Nasrullah,  Chief Technical Advisor

Anne-Sofie Holm,  Electoral Advisor / External Project Coordinator

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援

主なポイント

・※UNDPのConstitutional Advisory Unit による暫定憲法の評価分析の発表

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

Peace Support Working Group:

 Constitution & Election UNDP, UN Electoral Team, EOJ etc

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

関連分野 ガバナンス

主なポイント

・「有権者教育委員会」によって、１月 21 日までに暫定的戦略計画を策定する予定である。

・他のドナーと有権者教育の担当地域の調整などを図るため、 JICAの有権者教育の支援内容をレ

ターの形で提出してもらえればありがたい。

・有権者教育用にプールしてある資金が多少あるので、もしドナーからの支援が全くない場合はこ

の資金を使って新聞・ラジオなどを使ったプログラムを実施することを考えている（Paudel）。

・ECが有権者教育用に確保している資金には限りもあり、有権者教育プログラムは基本的にドナー

に任せたい。EC は内容のチェックと‘承認’を与えるのみである（Battarai）。

・IDPの有権者登録については、地方の治安の問題が解消されたと考えられるのでIDPには政府の

政策に基づき元の住居に帰還し、そこで有権者登録させる方針である。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月19日

選挙管理委員会（Election Commission）

Laxman Bhattarai, Joint Secretary

Sharad Chandra Paudel, Joint Secretary

Narendra Man Shrestha, Joint Secretary

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援
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主なポイント

・ネパールでは、以前アフガニスタンで選挙支援を行った際と類似したプログラム内容を考えてい

る。

・各投票所で選挙当日に選挙監視を行うNGO等に対して、監視すべき項目のチェックリストや当

日の行動規範から成るブックレットを配布する計画である。内容については選挙法の発布を待た

なければならないが、選挙法の完成から３～４週間でブックレットを印刷し、10日から12日間

で全国への配布は可能と考えている。６月の選挙のために全国に配布するには５月１日までに完

成させる必要があるだろう。

・カルナリ地方で地方の声を中央に届かせるための１年プログラムを計画中である。

・各政党に対して制憲議会の意味やロビー活動の方法を伝えるプログラムも計画中。

・NDIとJICAが作成／配布予定のパンフレットには、一部内容が重複する箇所があるようなので、

作成する際に協力し合うのは歓迎である。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

National Democratic Institute (NDI)

Dominic Cardy, Resident Acting Country Director

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援

主なポイント

・JICAがパンフレット作成をする際には、NIEFOがデザインなどを担当することは可能である。

・東京から英語でベースとなる原稿を受け取った後、２～３週間でパンフレットは完成できる。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月21日

The Nepal Independent Electral Forum (NIEFO)

Naresh Bhatta, President

Subhadayak Shah, Vice President

Bijay Shrestha, Board Member

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援
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主なポイント

・先般ラジオ・ネパールに放映料を支払ったのは、AF としてはかなり特殊なケースである。

・AFはDfIDからの支援によりNGO15団体との協同でCivic Educationのプログラムを実施する予

定である。

・AF だけでなく他のNGOやドナーも Civic Education や有権者教育分野でパンフレットを作成す

る予定であると承知しており、内容の重複を避けるため他団体が作成した完成品の増刷の手助け

をするようなことも視野に入れている。

・デンマーク国際開発庁（DANIDA）は先住民 Indigenous Groupに焦点を当てたプログラムを計画

中。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月22日

The Asia Foundation (AF)

Nick Langton, Representative

Sagar Prasai, Program Advisor

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援

主なポイント

・暫定憲法策定の支援・選挙に向けての啓発活動を実施している。

・制憲議会選挙についての資料を作成予定（２月末）。DfID、スイス開発協力機構（SDC）、DANIDA

は女性、ダリット、少数民族のNGO、市民団体に焦点を当て支援を行っており、各ドナーに対

して有権者教育についての助言を行っていく。

・憲法制定議会の開催前に、様々な準備が必要であり、ネパール側には、委員会の設立を要請して

いたが、現在のところ設立されていない。

・選挙後すぐに、制憲議会が機能するよう、議会の「Rules of procedure」を策定し、暫定政府に提

示すべく準備している。

・新しい国のあり方のリサーチをしている。

・連邦制にするかどうかという議論があり、様々な国の事例を集めている。憲法のなかで、国家と

宗教、女性の地位、都道府県制度等、日本の例を紹介してもらうのは有用である。

・法の支配・法整備は別担当

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

UNDP

Yash Pal Ghai, Constitutional Advisory Services Unit

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援、ガバナンス
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主なポイント

・ネパール国軍、警察共に専門的な訓練を受けていない。専門的な訓練に加え、民主化の訓練も必

要である。マオイストも同様。

・ネパール国軍は、平和維持軍としてレバノン、ボスニア等に派遣されていたこともあり、国際的

に認められてきたというプライドもある。

・政党は、国際的なプレッシャーから、武器管理の重要性は十分認識しているが、マオイスト、軍

との関係上、あまり強引に進められない状況にある。

・マオイストは 6,000 ～ 7,000 人の兵士がネパール国軍に統合され、それ以上の兵士が警察に統合

されることを望んでいる。マオイストは、カントンメントにおいてマオイスト兵士が、警察や軍

の専門的な訓練を受けるかわりに、職業訓練や識字教育を受けることになるのではと懸念してお

り、カントンメント内での兵士に対しての活動・訓練はまだ計画されていない。

・内務省の存在は薄く、行政能力も低い。

・警察に関しては、現在の当面の課題は選挙への対応である。指揮系統も整っておらず、困難が予

想される。

・英国、米国、インドが警察支援に興味を示している。英国は近々警察学校支援を検討中でアドバ

イザーを送る予定。米国は短期・長期的な支援を検討中のようだが方向性は確定していない模

様。インドはラジオ等機材の供与を検討中。

・SSRが本格的に議論されるのは選挙が終わってからになるであろう。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

Office of Personal Representative of the United Nations Secretary General in Nepal

(O/PRSG), John Norris

調査団：橋本団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

SSR
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主なポイント

・Nepal Transition to Peace Project への支援、主に和平事務局への支援を行っている。

・現在は、他国の真実・和解委員会（TRC）のケースをリサーチしている。ネパールにおけるTRC

の TOR を作成している。

・和平事務局も含め、政党、市民団体に対して、様々なオプションの長所・短所について説明会を

行っていく。

・暫定政府が設立され次第、TRCは設立されるが、本格的活動の開始は、正式政府樹立以降にな

る。政治的に不安定な時期や、法律が整備されていない環境で公聴会を行うのはかえって危険で

ある。

・１年間は準備期間となり、TRC委員を他国に研修に送ることも検討している。

・地方和平委員会の設立は、政党間でおおむね合意されているが、どのオプションを採用するか

は、意見が分かれている。

・和平事務局は国家平和復興委員会の事務局となり、真実・和解委員会の事務局は別に設立される

可能性が大きい。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月23日

Peace Appeal Foundation

Hannes Siebert, Director - Peace Support

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

ガバナンス

主なポイント

・JICAが制作支援する選挙関連番組についてはこれまでのJICAからラジオ・ネパールへの支援に

かんがみ、放映料は支払わなくてもよい。

・ただし、JICA 支援番組がいかに今次の制憲議会選挙にとって意味があるか監査人や Board

Member への説明が必要なので JICA との間でMemorandum を取り交わしたい。

・将来的に、ラジオ・ネパールの人材を日本への研修に送ることも検討してほしい。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月24日

Radio Nepal

Ram S. Karki, Executive Director

Rajendra Sharma, Duputy Executive Director

調査団：橋本団員、鳴海団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

メディア支援
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主なポイント

（法整備）

・2000 年より長期的な観点から法整備支援を行っている。

・現行のNational Code は、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法がすべて１つになったもので、

150年前に発布されたものであり、その改定支援を行っている。民事訴訟法については、公聴会

を行う等まだ手続き中だが、他の３つは最終ドラフトができあがっている。新しい憲法が制定さ

れると、修正する必要が出てくるが、国際基準に従って作成しているので、変更はそれほど生じ

ない。

・ネパールは様々な国際協定に署名しているが、国内の法律が矛盾しており、100ほどの法律の改

定が必要。近々レポートをまとめ、各省庁と準備作業を始める。

・ 法務省職員のキャパシティー・ビルディング支援も行っている。

（司法改革）

・Japan Human Resource Development Fundを使って、７つの郡においてパイロット郡法廷を行って

いる（４年間で 68 万 5,000 ドル）。マニュアルの作成やベースライン調査も含む。

・判事や職員の研修、機材供与を行った。

・調停センター（Mediation Canter）支援も行っており、2002年から１万件が調停され、6,000 件が

解決された。主な内容は土地問題や離婚問題。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月24日

UNDP, Shantam Singh Khadka

調査団：橋本団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

ガバナンス

主なポイント

調査団が訪ネしていることを知り、選挙支援、特に有権者教育の分野で話が聞きたいと、先方より

連絡があったので面談した。基本的に資金援助を望んでいたようで、JICAは資金援助は困難なこ

と、また選挙支援計画内容を説明した。

・Capacity Development of National Human Rights Commission は UNDP のプロジェクト。

・選挙においては、あらゆる面で人権配慮が必要で、有権者教育、候補者の情報の提供等を考えて

いる。

・→ JICA が作成予定のパンフレットについて、NHRCのパートナーNGO、CBOに配布すること

は可能。

日　　時

面 会 者

日 本 側

関連分野

2007年１月24日

Capacity Development of National Human Rights Commission (NHRC)

Mr. Keith D. Leslie, Senior Human Rights Advisor

Mr. Tek Tamata, National Project Manage

Mr. Dhruba Nepal, Officiating Secretary, National Human Rights Commission

調査団：橋本団員、JICAネパール事務所：赤松企画調査員

選挙支援
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